
【訓練等給付】

自立訓練（機能訓練・生活訓練）●

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の

向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援●

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上

のために必要な訓練を行います。

就労継続支援（Ａ型＝雇用型、Ｂ型）●

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向

上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助（グループホーム）●

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。


